
入 札 公 告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                                                   平成２３年 ８月２９日 

 

支出負担行為担当官 

東北地方整備局副局長  梶原 康之 

 

１．調達内容 

（１）契 約 件 名  低公害小型乗用自動車購入 

（２）仕 様 等    小型乗用自動車（２，０００ｃｃクラス）４台 新規購入 

           （詳細は入札説明書別冊仕様書による。） 

（３）納 入 期 限    平成２３年１２月２０日 

（４）納 入 場 所  釜石港湾事務所 岩手県釜石市中妻町１丁目９－３６ ３台 

           久慈港出張所  岩手県久慈市長内町第４０地割１０８－１３ １台 

（５）入 札 方 法 

   本件は、入札時に「自動車の環境性能」に関する証明書の提出を求め、入札価格と環境性能を

総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の入札対象案件である。 

    入札価格は、自動車本体価格（仕様書記載の装備品・付属品等を含む）及び納入に係る諸費用、

自動車損害賠償責任保険料、リサイクル法関連費用、消費税及び地方消費税の総価とし、本契約

に要する一切の経費を含めるものとする。 

 

２．競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（２）平成２２・２３・２４年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のうち、

「車両類」の資格を有すると認定された者であって、Ａ・Ｂ又はＣ等級に格付けされた東北地域

の競争参加資格を有するものであること。有資格者が「会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。 

ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書（写しでも可） 

イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類（写しでも可） 

ウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開

始の申立がなされている者でないこと。（上記２．（２）の書類を提出している者を除く。） 

（４）証明書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北地方整備局から指名停止を受けてい

ないこと。 

（５）納入しようとする自動車について、環境性能が入札説明書に示す燃費基準値を満たしているこ

とを証明した者であること。 



 

３．入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

宮城県仙台市青葉区花京院１－１－２０ 

東北地方整備局 総務部 経理調達課 調達係 山田 

電話 ０２２－７１６－００１３（直通） 

①入札説明書交付方法 手渡し又は郵送（着払い ※交付希望者の負担） 

   ②入札説明書交付期間 

      平成２３年 ８月２９日から平成２３年 ９月２０日までの土曜日、日曜日、祝日を除く

毎日、９時３０分から１７時００分まで。 

（２）入札書及び証明書等の提出期限 

平成２３年 ９月１３日（火） １６時００分 

（３）開札の日時及び場所 

平成２３年 ９月２１日（水） １０時００分 

仙台市青葉区花京院１－１－２０ 東北地方整備局（花京院庁舎） 会議室 

 

４．その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る 

（２）入札保証金及び契約保証金        免除 

（３）入札者に要求される事項 

本入札に参加する者は、競争参加資格の確認及び技術審査に必要なため提出した証明書等の

内容に関する東北地方整備局からの照会があった場合には、それに応じなければならない。 

（４）入札の無効 

競争参加資格を有しない者のした入札、提出書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札の条

件に違反した入札は無効とする。 

（５）契約書作成の要否  要 

（６）落札者の決定方法 

  ① 次の要件を満たしている者のうち、下記②によって得られた総合評価点の最も高い者を落札

者とする。 

a) 入札価格が予定価格の範囲内であること。 

b) 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。 

   ② 総合評価点の計算方法 

a) 総合評価点＝環境性能（燃費値）に対する得点÷入札価格に対する得点とする。 

b) a)の「環境性能（燃費値）に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満た

している場合には、標準点（１００点）を与え、さらに、環境性能（燃費値）について

燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点（加算点）を与える。 

加算点は、２０点を満点とし、入札者が納入しようとする自動車の環境性能が、仕様

を満たす市販車の最高水準にあるもの（燃費目標値）と燃費基準値の間のどの位置にあ

るのかをもって評価する。 

c) a)の「入札価格に対する得点」は、入札価格を１００万円で除して得た値とする。 



   ③ 総合評価点の最も高い者が２者以上あるときは、当該者のくじ引きにより落札者を決定する。 

  ④ 入札執行回数は原則として２回までとする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない

場合は、原則として予算決算及び会計令第９９条の２に基づく随意契約には移行しない。 

（７）その他 詳細は入札説明書による。 


